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国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所

上沼小学生のみなさんが
分流施設見学に来ました！

飯野川出張所で「構造物
カード」を配布しています！

飯野川出張所では現在「北上大堰」「飯

野川可動堰」カード、また「旧北上川分流

施設完成10周年記念カード（５枚）」を配

布していますので、興味のある方は是非

お越し下さい。

なお飯野川出張所での配布は平日の

8:30～17:15までとなっております。

土日祝日は9:30～16:00の時間帯におい

て水辺の復興・みらい館にて配布しており

ます。

またカードが無くなり次第の配布終了と

なりますのでご了承下さい。

私たちは国土交通省東北地
方整備局 北上川下流河川事
務所 飯野川出張所です。
北上川：柳津大橋から河口部

まで、
旧北上川：北上川との分流点

から神取橋付近までの河川管
理・工事を担当しています。
これから河川管理・工事など

に関する情報や話題を発信し
ていきたいと思いますので、ご
愛顧の程よろしくお願いいたし
ます。

▲北上川にまつわるクイズに、一生
懸命答えています。

▲説明終了後、洗堰などを見学しなが
ら自由に質疑応答をしています。

▲

９月２０日、登米市の上沼小学校の児童たち３５名が、旧北上川分
流施設の見学に訪れました。

はじめ、施設内の床に設置されている地図を見ながら自分たちの
通う小学校を探すのに大興奮。事前に北上川の歴史について学ん
でいたということで、それに対してクイズ形式でいくつかの問題を出
題しました。一斉に挙手をして皆さん元気いっぱいに答えてくれまし
た。その後は施設内のパネルを見たり、ベランダなどで見学をしなが
ら自由な質問時間となりました。様々な質問が飛びだし、事前にたく
さん勉強してきたことが分かりました。

天候にも恵まれ、施設内での案内終了後は分流施設裏手の脇谷
洗堰・脇谷水門・脇谷閘門を見学へ。
本当に生徒さんひとりひとりが勉強

熱心で、様々な質問をしながら一生
懸命メモを取る姿に関心しました。
皆さん元気いっぱいで、終始笑い声の
絶えない施設見学となりました。

「北上大堰」「飯野川可動堰カード」 ▲

▼「旧北上川分流施設 完成10周年記念カード」

旧北上川
管理区間
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★川や堤防の異常・変状などを発見されましたら、

お手数ですがご連絡ください。

《お問い合わせ》
国土交通省 北上川下流河川事務所

飯野川出張所
〒986－0102 石巻市成田字根岸山畑5－7

TEL0225(62)3102 FAX 0225(62)3183

http://http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/

北上川と合流する河川や水路に設置されている樋

門・樋管等には、それぞれの施設の操作・点検を行っ

て頂くために水門等水位観測員の方々が任命されて

います。

水門等水位観測員の皆さんは河川増水時に北上川

からの逆流を防ぐための操作を行う役割を担い、また

そういった有事に確実に施設の操作が出来るようほ

ぼ毎月点検を行っています。

工事事故を未然に防ぐため、発注者と工事請負業者
が合同で施工中の工事現場を点検する安全パトロー
ルを9月13日に実施しました。飯野川出張所管内で施
工中の「北上川下流月浜地区築堤（その７）工事」など
の施工現場で、作業における安全対策等を点検しまし
た。
点検後は場所を移し、気付いた問題点や工夫点など

を意見交換を実施。これからの工事現場内での事故
防止に役立てていきます。

8月26日の飯野川橋付近
「ビッグバン」裏の河川敷の
冠水状況。ここはしばしば駐
車スペースやイベント・訓練
のため利用が多い箇所です。

▲

▲毎月の点検では発電設備の稼働確認、また実際にゲートの開閉を行
うなど、いざというときに操作が確実に出来るよう万全を期しています。

▲

▲昨年10月6日の河川巡視
時には廃タイヤ15本等の不
法投棄を発見。警察へ通報
しました。

▲川からの逆流防止のためゲー
トを閉鎖した形沼樋管。及川観測
員が水位を記録しています。

▲登米市津山町の北上川河川敷
グランドの冠水状況。

去る８月２４日頃からの岩手県内での大雨により、飯

野川出張所管内の北上川においても飯野川上流水位

観測所で水防団待機水位4.4mを超過するなど、河川の

水位が上昇しました。

「形沼樋管」 など数施設で、河川水逆流防止のため

樋管を閉鎖する対応を行いました。

また飯野川橋付近「ビッグ

バン」裏河川敷などが冠水

しました。

河川敷を利用されるとき

には、国土交通省が提供

するインターネットの「川の

防災情報」などにより、

常に水位の把握に努め

るなどご注意下さい。

▲河川巡視のようす。堤防
の変状、また不法行為が行
われていないか等、目を光
らせます。

飯野川管内においては定期的に河川パトロールを
実施しています。パトロールでは、堤防や樋門樋管な
ど河川管理施設に異状が無いかの確認。また不法投
棄などといった不法行為にも目を光らせます。
皆さんも、河川を利用していて気になることや、不法

行為などを目にしましたら是非飯野川出張所までお知
らせ下さい。

★北上川下流河川事務所の公式SNSも是非ご覧下さい！↑


